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Ａ．研究目的 

  現在、日本においては、体制整備が行われた

いわゆる5類型医療施設以外が脳死下臓器提供

施設となることはできない。さらに、これらの

施設以外において脳死が疑われる状態となって

も、臓器提供を目的としての転院搬送は控える

べきであることが示されている。 

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指

針（ガイドライン）平成29年12月26日一部改正 

臓器提供施設に関する事項 

法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供に

ついては、当面、次のいずれの条件をも満たす

施設に限定すること。 

１ 臓器摘出の場を提供する等のために必要な

体制が確保されており、当該施設全体について、

脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに

関して合意が得られていること。なお、その際、

施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関

して承認が行われていること。 

２ 適正な脳死判定を行う体制があること。 

３ 救急医療等の関連分野において、高度の医療

を行う次のいずれかの施設であること。 

・大学附属病院 

・日本救急医学会の指導医指定施設 

・日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設 

・救命救急センターとして認定された施設 

・日本小児総合医療施設協議会の会員施設 

 

臓器提供手続に係る質疑応答集（平成27年9月改

訂版） 

問５ 臓器提供施設以外で脳死が疑われる状態

となった患者を臓器提供施設へ搬送することや、

小児の脳死下臓器提供を行う体制が整備されて

いない臓器提供施設から、体制が整備された臓

器提供施設へ小児患者を搬送することは、認め

られるのか。 

答１．移植医療が国民の理解を得つつ望ましい

形で定着していくためには、脳死下での臓器提

供は、生前に可能な限り高度な救急医療等を受

けたにもかかわらず不幸にして脳死となった方

について、確実に脳死と判定された場合に行わ

れる必要があることから、ガイドライン第４に

おいて、当面、これらの条件を満たす一定の施

設に限定されている。したがって、脳死下での

臓器提供のみを目的として、その体制が整備さ

れている臓器提供施設へ患者を搬送することは、

控えるべきである。 

２．ただし、患者の救命治療を目的としたいわ

ゆる高次の医療施設への搬送は、日常救急医療

でも行われており、これを否定するものではな

い。 

３．また、臓器提供施設で法的脳死判定が終了

した後において、次の要件をすべて満たす場合

に限り、手術室の効率的活用等の観点から、臓
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器摘出のために他の臓器提供施設へ患者の搬送

を行うことは差し支えない。なお、その場合に

は、具体的な搬送の手続等を含めた臓器摘出時

における協力について、事前に両施設間で協定

等が結ばれていることが望ましい。 

① 搬送先も臓器提供施設であること 

② 両施設が同一の建物内又は敷地内に存在し

ており、かつ、搬送が当該患者の容態に悪影響

を及ぼさないと判断できる場合であること 

 

問６ 脳死下での臓器提供を目的として臓器提

供施設までドナー候補者を搬送することは、臓

器提供の意思を尊重するという観点からは認め

るべきであると考えるが、今後、どの時期に又

はどのような条件が整えば可能となるのか。 

答 質問の点については、今後、臓器移植の普及

や脳死・臓器移植についての国民全体の理解の

状況を見極めつつ、臓器提供施設の在り方の中

で検討される必要があると考えている。 

------------------------------------------ 

2020年5月 東北大学病院に入院中の40歳代の

女性（原疾患：くも膜下出血）から、心臓、肺、

肝臓、膵臓、腎臓の脳死下臓器提供が行われた

（脳死判定日 2020年5月15日）。 

当初、患者は脳神経外科診療を中心とした二次

救急指定医療施設において入院加療した。しか

し、神経学的予後が極めて不良であると判断さ

れるとともに、脳死下臓器提供に関する患者・

家族の明確な意思があったため、脳死が疑われ

る状態において東北大学病院への搬送を行った。 

法的脳死下臓器提供手続きを開始することおよ

びその妥当性を審査するために2回の倫理委員

会による審査を行い、脳死とされうる状態の判

断、法的脳死判定、および脳死下臓器提供を遂

行した。 

本事例の経験から、一定の要件を満たす際にお

ける脳死下臓器提供を目的とする体制整備され

た5類型医療機関への搬送の可能性を検討した

い。 

 

本人あるいは家族の脳死下臓器提供への意思が

明確であるとき 

 脳死が疑われる状態となった患者を 

 脳死下臓器提供を目的として 

 いわゆる5類型医療施設以外、あるいは、5

類型医療施設であっても必要な体制整備が困難

な施設から 

 搬送に伴うリスクを家族および医療者が十

分に認識し、かつ回避対策を講じた上 

 体制が整備されている臓器提供施設へ患者

を搬送する 

に関して、地域医療体制に応じた検討をするこ

とが必要であると思われる。 

 本研究においては、“脳死下での臓器提供を目

的として、その体制が整備されている臓器提供

施設へ患者を搬送すること”に関する医療関係

者の意向を調査し、地域の中核医療機関として

医療機関連携体制のあり方を検討し、臓器提供

に関わる課題解決につなげることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

研究デザイン 

ウエブアンケート調査：無記名回答（回答をも

って同意とする） 

対象施設：東北大学病院を含む宮城県内地域医

療支援病院  

対象：医師、歯科医師、看護師、薬剤師、検査技

師、放射線技師、MSW、その他のコメディカル

スタッフ、事務担当者など、診療に関わるすべ

ての方が対象とする。 

除外基準：特になし 

以下を調査項目として、データ収集を行った。 

□ 職種：医師、歯科医師、看護師、薬剤師、検

査技師、放射線技師、MSW、その他のコメ

ディカルスタッフ、事務担当 

➠ いずれかに☑をする 

□ 年齢：～30歳、31歳～40歳、41～50歳、51

～60歳、61歳～ 

➠ いずれかに☑をする 

□ 勤務されている病院は脳死下臓器提供のた

めのマニュアル整備、手続きのシミュレー

ションなどをしていますか？ 

➠ はい/いいえ/わからない 

□ 脳死が疑われる患者さんの診療に携わった

ことがありますか？ 

➠ はい/いいえ/答えたくない 

□ 臓器提供に関する書面などによる意思表示

をしていますか？ 
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➠ はい/いいえ/答えたくない 

□ 本人あるいは家族の意思が明確であるとき、

脳死下臓器提供を目的としての転院搬送を

してもいいと思いますか？ 

➠ はい/いいえ/わからない 

□ “はい”とお答えいただいた方 - 脳死下臓

器提供を目的としての転院搬送ための条件とし

て必要と思うものはどれですか？： 

- 家族・親族による総意としての同意があるこ

と 

- 家族・親族に反対する方がひとりもいないこ

と 

- 脳波検査などによって脳死とされうる状態

であることが診断されていること 

- 昇圧薬の投与を必要としないこと 

- 施設内あるいは臓器移植ネットワークコー

ディネーターからの説明を受けていること 

- 施設間の連携体制が構築されていること 

➠ それぞれの項目に関して、はい/いいえ/わか

らない のいずれかに☑をする 

□ “いいえ”“わからない”とお答えいただいた

方 – どのような理由ですか？： 

- 移動に伴うリスクが高いから 

- 治療を目的とするものではないから 

- 回復を望めない患者さんに人工呼吸や昇圧

薬投与をすることに抵抗があるから 

- その他 

➠ それぞれの項目に関して、はい/いいえ/わか

らない のいずれかに☑をする 

 

統計解析：記述統計解析のみを行う。 

回答者を追跡することのできないアンケート調

査であることから、回答内容の追認はできず、

また欠損データの代入は行わない。 

選択肢からの回答とするため、群間差の比較に

はカイ二乗検定を用いる。 

 

  （倫理面への配慮） 

 本研究は東北大学大学院医学系研究科倫理委

員会審査に基づき、研究機関長の許可を得て実

施した。アンケートへのご回答は任意であり、

本アンケートによる調査への回答の如何による

特別な診療上、経済上の利益および不利益はな

い。 

 

Ｃ．研究結果 

  先行研究として、東北大学病院のみを対象と

して実施した。対象となる職員約2000名のうち、

533名からの回答を得た。 

 各質問に対しての回答を示す。 

 

 

 

 

 

 

～30歳

114, 21%

31歳～40歳

171, 32%

41～50歳

165, 31%

51～60歳

73, 14%

61歳～

10, 2%

Q2. 年齢区分を選んでください。

～30歳 31歳～40歳 41～50歳

51～60歳 61歳～

医師

255, 48%

看護師

119, 22%

事務担当

59, 11%

薬剤師

37, 7%

その他

63, 12%

Q1. あなたの職種を選んでください。

医師 看護師 事務担当 薬剤師 その他
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はい

282, 53%

いいえ

39, 7%

わかならい

212, 40%

Q3. 勤務されている病院は脳死下臓器提供のためのマ

ニュアル整備、手続きのシミュレーションなどをしていま

すか？

はい いいえ わかならい

はい

217, 41% 

いいえ

300, 56%

答えたくない

16, 3%

Q5. 臓器提供に関する書面などによる意思表示

をしていますか？

はい いいえ 答えたくない

はい

460, 86%

いいえ

14, 3%

わからない

59, 11%

Q6. 本人あるいは家族の意思が明確であると

き、脳死下臓器提供を目的としての転院搬送を

してもいいと思いますか？

はい いいえ わからない

はい

146, 

27%

いいえ

386, 

73%

Q4. 脳死が疑われる患者さんの診療に携わったこ

とがありますか？

はい いいえ 答えたくない
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Ｄ．考察 

  “脳死下での臓器提供を目的として、その体制

が整備されている臓器提供施設へ患者を搬送す

ること”に関して、多職種医療関係者にアンケー

ト調査を行い、85％を超える回答者から本手続

きを認める意向が示された。 

現在の示されている「臓器の移植に関する法

律」の運用に関する指針（ガイドライン）- 平

成29年12月26日一部改正 には、臓器提供施設

へ患者を搬送することの可否は明記されていな

い。しかし、臓器提供手続に係る質疑応答集（平

成27年9月改訂版）において、“脳死下での臓器

提供のみを目的として、その体制が整備されて

いる臓器提供施設へ患者を搬送することは、控

えるべきである。”と明確に記されていることか

ら、これまでは実施されていない。 

今回、自施設における経験に基づき、“今後、

臓器移植の普及や脳死・臓器移植についての国

民全体の理解の状況を見極めつつ、臓器提供施

設の在り方の中で検討される必要があると考え

ている”との質疑応答集記載事項を検討するべ

く、調査を行ったものである。“脳死下での臓器

提供を目的として、その体制が整備されている

臓器提供施設へ患者を搬送すること”への否定

的回答は3％のみであった。また、その理由とし

ては、移動に伴うリスク、回復を望めない患者

への治療継続への抵抗が挙げられている。 

一方、脳死下臓器提供を目的としての転院搬

送ための条件としては、家族・親族による総意

としての同意、脳死とされうる状態であること

の診断、施設間連携体制構築、コーディネータ

ーからの事前説明が、いずれも50％を超える回

答者から示された。これらの回答に職種、脳死

が疑われる患者への診療経験、回答者の臓器提

供に関する意思表示の有無による違いは認めら

れていない。 

 

Ｅ．結論 

  本人あるいは家族の脳死下臓器提供への意思

が明確であるとき 

 脳死が疑われる状態となった患者を 

 脳死下臓器提供を目的として 

 いわゆる5類型医療施設以外、あるいは、5

類型医療施設であっても必要な体制整備が

困難な施設から 

 搬送に伴うリスクを家族および医療者が十

分に認識し、かつ回避対策を講じた上 

 体制が整備されている臓器提供施設へ患者

を搬送する 

に関して、地域医療体制に応じた検討をするこ

とが必要であると思われる。 

297, 64.6%

393, 85.4%

114, 24.8%

319, 69.3%

42, 9.1%

264, 57.4%

0 500

脳波検査などによって脳死とされうる

状態であることが診断されていること

家族・親族による総意としての同意が

あること

家族・親族に反対する方がひとりもい

ないこと

施設間の連携体制が構築されているこ

と

昇圧薬の投与を必要としないこと

施設内あるいは臓器移植ネットワーク

コーディネーターからの説明を受け…

Q7. Q6で“はい”とお答えいただいた方 - 脳死下臓器

提供を目的としての転院搬送ための条件として必要と

思うものはどれですか？ (n=460)

20, 25.6%

16, 20.5%

, 24.4%

23, 29.5%

0 10 20 30

移動に伴うリスクが高いから

治療を目的とするものではないから

回復を望めない患者さんに人工呼吸

や昇圧薬投与をすることに抵抗があ

る か ら

そ の 他

Q8. Q6で“いいえ”“わからない”とお答えいただ

いた方 – どのような理由ですか？(n=78)
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Ｆ．健康危険情報 

   なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

   なし 

 2.  学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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